
受診率
31.8％

平成29年度受診率目標
60％

目標まであと
1,582人

特定健診の
受診状況

平成30年2月末日現在

～悩みは抱え込まず、お気軽にご相談ください～町内相談機関町内相談機関
教 育 相 談 不登校の児童・生徒や保護者への支

援や助言を行います。
相談日時
　
相 談 員
問 合 せ

月～金　8時30分～17時15分
（12時～13時を除く）
内間安延、佐久川弥生、下地裕子、小波津米子
教育相談室（西原町中央公民館内）☎944-3603

うち ま  やすのぶ さ   く  がわ や  よい しも  じ ひろ  こ こ   は   つ よね こ

行 政 相 談 国などの行政機関に対する要望や苦
情に関する相談に応じます。

相談日時
相 談 員
問 合 せ

個別に調整となります。
新垣朝憲
行政苦情110番　☎0570-090-110
総務部総務課　　☎945-5011

あらかきとものり

人 権 相 談 いじめ、ＤＶなど人権に関する相談
に応じます。

相談日時
相 談 員
　
問 合 せ

個別に調整となります。
新島 悟、 仲宗根好美、 與那嶺 等、
伊礼キヨ、 下地宏邦、 川満ヤス子
総務部総務課　☎945-5011

にいじま さとる なか そ   ね よし み

い れい しも じ  ひろくに かわみつ こ

よ   な みね ひとし

雇 用 相 談
就職に関するお悩みをひとりひとり
にあったかたちでサポートし、お悩
みを解決します。

相談日時
相 談 員
問 合 せ

随時
我那覇、 宮城
西原町雇用サポートセンター（産業観光課内）
☎945-4540

が  な   は みや ぎ

高齢者の方
の相談全般

高齢者やそのご家族などからの介護
や保健、福祉に関する相談に応じま
す。

相談日時
問 合 せ

随時
西原町地域包括支援センター　☎882-0117

総 合 相 談 日常生活のあらゆる相談に乗ります。

※電話相談にも応じています。また、17時以降は留守番
　電話で受け付けます。
※予約優先
　時間 10時～16時（12時～13時を除く）

月 福祉相談【宮良 律子】･･･生活のための手段や生活費
に関する相談

みや ら   りつ こ

問 合 せ 西原町社会福祉協議会
事前予約 ☎ 945-3651　FAX 946-6777
電話相談 ☎ 835-8822 （※17時以降、留守番電話）

金 消費生活・家庭相談【玉那覇 良江】･･･訪問販売、契約
のトラブル、サラ金等の借金問題や親子・夫婦間の悩
み、近隣トラブルなどの相談

たま  な  は     よし  え

火 障害福祉なんでも相談【儀間 優子】･･･障害のある方
や、発達が気になる方、その家族などが抱える悩み・
困りごとに関する相談

ぎ    ま     ゆう こ

水 法律相談【垣花豊順（弁護士）】・・・法律に関するあら
ゆる相談（相談時間：13時～16時）

かきのはなほうじゅん

木 司法書士相談【名嘉章雄（司法書士】･･･不動産相続や
贈与、借金問題、遺言や公正証書等の相談（※相談時
間：13時～16時）

な   か    あき  お

平成30年2月28日現在 人口：（男）17,734人　（女）17,412人　（男女計）35,146人　世帯数：14,146世帯
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縦
覧
で
き
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方
は
、西
原
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内
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又
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就
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収
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縦
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縦
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住
民
説
明
会

納め忘れにご注意！納め忘れにご注意！納め忘れにご注意！納め忘れにご注意！4月分4月分
種　目 納期限 口座振替日

学校給食費
保育所保育料
幼稚園保育料
預かり保育料

（4月分）
（4月分）
（4月分）
（4月分）

4月20日（金）

5月10日（木）

【お問い合わせ】　福祉部　健康支援課　障害支援係　☎ 945-5013

【お問い合わせ】　建設部都市整備課建築係　☎ 945-4496

日常生活などに手話通訳者・要約筆記者を派遣できます！日常生活などに手話通訳者・要約筆記者を派遣できます！
　聴覚障がい者の社会参加を促進するため、社会生活におけるコミュニケーションが必要な方々へ支援を行
います。詳しくは、健康支援課までお越しください。　

お悩みではありませんか？相続 遺言
～専門家が解決方法をご提案します～

相続・遺言のことなら何でもご相談下さい。
完全個室の相談ブースを完備していますので
ゆっくりとご相談いただけます。（要予約）

相続・遺言の無料相談実施中！

代表司法書士　喜 屋 武　 力
与那原町字東浜23番地２（ローソン与那原東浜店となり）

営業時間  平日AM 9:00～PM 6:00TEL 882-8177 
  ←　QRコードか
「相続 遺言 きゃん」
で検索してアクセス

相続・遺言に関することならこちら→
http://souzokuigon-okinawa.com/

 １、FAX、メールまたは
　　健康支援課で申し込み
　  （原則1週間前）

 2、コーディネーターが
　 派遣申請者と登録者を
　  調整、決定

 3、派遣申請者への
　 派遣決定のお知らせ

4、現場で派遣申請者と
　 通訳者が合流

申
込
み

派
遣
の
流
れ

派
遣
決
定
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器･

絵
画･

手
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等
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収
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17 広報にしはら No.554 H30.4.1 16広報にしはら No.554 H30.4.1

町内業者に委託して住宅リフォームをする際に、補助金を助成します。町内業者に委託して住宅リフォームをする際に、補助金を助成します。

※助成金額など詳細は、以下にお問い合わせまたは西原町ホームページ（トップページ→新着情報）を確
　認してください。

【対象住宅】 町内に存する建築後１年を経過しており、補助対象者が居住する住宅
【対象工事】 ①バリアフリー改修工事　②省エネ改修工事
　　　　　 ③県産材を利用した改修工事

※補助対象工事に関係がない工事は、補助の対象外となります。

1,300

〒901-1104 
南風原町字宮平641番地の7
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